
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成２７年３月４日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） 

ボール洗浄機 

 
１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 
本製品は、電動機の回転力を用いて娯楽機器に使用するボール(直径２０～５０

ｍｍの球体（樹脂又はゴム製)）の洗浄と研磨(ツヤ出し)を行う装置である。 

 
○構造、仕様、意匠 
ボールを回転させるための電動機に取り付けられたラバー盤と、ボールを挟み込

み洗浄するスポンジ（ボールの直径に合わせた円筒形で、洗浄液を含ませたもの）

で構成されている。 

ボールをラバー盤上に乗せスポンジで挟み込み、タイマーをセットして上蓋を閉

じることで電動機が動作しラバー盤が回転する。ボールはラバー盤との摩擦で回転

し、スポンジに擦り付けられることで洗浄と研磨が行われる。 

 

外形寸法(mm)： ２２０（Ｗ） × ２５５（Ｄ） × １９２（Ｈ） 

定 格： ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、２０Ｗ 

 
○主な使用者、販売先 
使用者は娯楽施設の店員、販売先は娯楽施設 

 
 
２ 対象・非対象の解釈 
 
特定電気用品以外の電気用品のうち、電動力応用機械器具の「運動用具又は娯楽

用具の洗浄機」として取り扱う。 
 
（理由） 
本製品は、電動力を応用して娯楽機器に使用するボールを洗浄するものであり、

ボールは娯楽機器の一部とみなされることから、「運動用具又は娯楽用具の洗浄機」

として取り扱うことが妥当と判断する。 
 
 

 


